
令和3年度健康経営アンケート調査結果

調査期間：令和３年７月30日～令和３年９月10日
調査対象：大阪府令和３年度第１回、第２回健康経営セミナーの参加申込者
調査方法：WEB回答
回答数 ：668人
集計母数：501人（同一企業からの回答は、先着者の回答を下記の集計に使用）

※セミナーについての設問等の集計は割愛





















健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要がある労働者に対し、医師や保健師による
保健指導を行うよう努めなければなりません。



労働者は、前条の規定により通知された健康診断の結果及び前項の規定による保健指導を
利用して、その健康の保持に努めなければなりません。










